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「令和２年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 

～「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が引き続き最多、 

「解雇」「労働条件引下げ」等が増加～ 

 

京都労働局（局長 金刺義行）は、「令和２年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめました。 

引き続き、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導およ

びあっせんの運用を的確に行うなど、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。 

 

                  
【ポイント】 

１ 総合労働相談件数、あっせん申請件数は前年度より増加。助言・指導の申出件数は前年度より

減少。 

内容 件数 前年度比 

総合労働相談 ※1 29,184 件 15.7%増 

  法制度の問い合わせ 15,626 件 117.8%増 

  民事上の個別労働紛争相談 ※2 10,839 件 3.4％増 

  労働基準法等の違反の疑いがあるもの 8,204 件 21.1％減 

助言・指導申出 ※3 245 件 7.2%減 

あっせん申請 ※4 62 件 10.7％増 

 

                  
２ 民事上の個別労働紛争の相談件数では、「いじめ・嫌がらせ」が引き続き最多。 

前年度より「自己都合退職」が減少し、「解雇」、「労働条件引下げ」等が増加(P5）。 

「いじめ・嫌がらせ」 1,863件（2.9%減） ※5 

「解雇」       1,341件（12.6%増） 

「労働条件引下げ」  1,190件（17.7%増） 

「自己都合退職」   1,183件（25.5%減） 

 

 
※1 「総合労働相談」： 
 京都労働局、各労働基準監督署内、京都駅前など9か所に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップ

で対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。 
 １回の相談で複数の内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を計上している。 
※2 「民事上の個別労働紛争」： 
 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働基準法等労働関
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係法令の違反に関するものを除く）。 
※3 「助言・指導」： 
 民事上の個別労働紛争について、京都労働局長が、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向を示す

ことで、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。 
※4 「あっせん」： 
 京都労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や大学教授など労働問題の専門家）が

紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。 
※5 令和２年６月、改正労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関す

る個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するもの

はいじめ・嫌がらせに計上していない。 
＜参考＞ 
 同法に関する相談件数：717件 

 同法に基づく紛争解決の援助申立件数：4件 

 同法に基づく調停申請受理件数：0件  

 

【添付資料】 

P3   個別労働紛争解決制度の枠組 

  P4～ 令和２年度個別労働紛争解決制度の運用状況 

 P8～ 令和２年度の助言・指導とあっせんの事例 
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令和 2 年度個別労働紛争解決制度の運用状況 

 
1 総合労働相談 

 

（１） 相談件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 民事上の個別労働紛争 | 相談内容別の件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ ％は相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で 100％にならないことがある。な

お、内訳延べ合計件数は、１回の相談で複数の内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。 

※  「その他労働条件」には、他の区分に該当しない、賃金、労働時間、勤務シフト、休日、休暇、休職・復職、福利厚生等労働者の待遇に関

するものが含まれる。  
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（３） 民事上の個別労働紛争 | 主な相談内容別の件数推移（10 年間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 令和 2 年 6 月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応

することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。  

   〈参考〉同法に関する相談件数：717 件 

 
 
（４） 民事上の個別労働紛争 | 就労形態別の件数 

 
 
※ （ ）内は相談対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で 100％になら

ないことがある。  
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2 都道府県労働局長による助言・指導 

 
（１） 申出件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 申出内容別の件数 

 

 
 
※ （ ）内は申出内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で 100％にならないことがある。

なお、１件の助言・指導申出で複数の内容にまたがる申出が行われた場合には、内訳延べ合計件数は、複数の申出内容を件数として計

上したもの。 

※  「その他労働条件」には、他の区分に該当しない、賃金、労働時間、勤務シフト、休日、休暇、休職・復職、福利厚生等労働者の待遇に関

するものが含まれる。  
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３ 紛争調整委員会によるあっせん 

 
（１） 申請件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 申請内容別の件数 

 

 
※ （ ）内は申請内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で 100％にならないことがある。

なお、１件のあっせん申請で複数の内容にまたがる申請が行われた場合には、内訳延べ合計件数は、複数の申請内容を件数として計上

したもの。 
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